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広島家庭裁判所の沿革

1組織の沿革

，広島家庭裁判所は，昭和23年法律第233号「下級裁判所の設立及び管轄区

域に関する法律の一部を改正する法律」によって，昭和24年1月1日広島市に

設立され,広島県下一円を管轄区域とし,管内には,次の支部が設置されている。

呉支部（呉市）

・ 尾道支部（尾道市）

福山支部（福山市）

三次支部（三次市）

て

なお，昭和63年4月SO日限りで4庁の出張所が，平成2年3月31日限り

で2庁の支部がそれぞれ廃止された。

その状況は(1)及び(2)のとおりである。

(1)

《

なお，三次支部の管轄であった安芸高田市八千代町は，本庁が管轄することと

なった。

－1－

廃止された出張所 管 轄 区 域 受 入 庁

加計出張所 山県郡 本庁

因島出張所
因島市
豊田郡のうち
瀬戸田町 丑 現・尾道市

｡
’

尾道支部

甲山出張所

世羅郡世羅町

●

‘

(せらにし支所の所管区域を除く）

世羅郡世羅町 q e

p

(せらにし支所の所管区域）

尾道支部
●

三次支部

油木出張所 神石郡 福山支部



(2)

て 2管轄等

広島家庭裁判所管轄区域図（4ページ） ，広島家庭裁判所管内組織一覧表（5

ページ）及び広島家庭裁判所管内人口等一覧表（6ページ）のとおりである。

3庁舎の沿革

（1）広島家庭裁判所（本庁）は，昭和乞4年1月の開庁当初は，広島高等裁判所

庁舎の一部を使用していた時期もあるが，昭和26年には, I日庁舎（木造2階

建一部鉄筋コンクリート造4階建，総延面積3， 954平方メートル）が完成

した。

旧庁舎は，老朽化し狭除となったため，昭和51年6月から庁舎の新営工事

に着手し，昭和52年12月，現在の庁舎(鉄筋コンクリート造5階建一部2

階建，付属建物を含む総延面積4, 386. 25平方メートル，敷地面積7,

〔

735. 86平方メートル）が完成した。

現庁舎については，新営から28年の経過により機能的劣化及び社会的劣化

が進んだこともあり，平成17年度に大規模改修工事を行い，平成18年3月

に工事を完了した。

また，平成22年7月から耐震改修工事及び追加工事に着手し，平成23

年2月に完了した。

なお，平成29年8月から，来庁者の庁舎利用環境の向上及び職員の執務環

－2－

廃止された支部 管 轄 区 域 受 入 庁

竹原支部（旧乙号）

呉市のうち
豊浜町，豊町
東広島市のうち
安芸津町
竹原市

旬

豊田郡のうち
大崎上島町

■ 0

呉支部

庄原支部（旧乙号） 庄原市 三次支部



P

境整備等を目的として，調停室の増設，面会室の新設のほか，事務室の狭あい

解消等の庁舎改修工事に着手し，平成30年3，月に完了した。

(2)各支部の庁舎は，全て広島地方裁判所支部及び簡易裁判所との合同庁舎で，

施設の概要は次のとおりである。

て

〔

I

－3－

支 部 建 築 年 構 造
▲
■
■

延面積（㎡）

呉

p

■

平成9年
鉄筋コンクリート

造5階建

。
０

4
，
021

ｑ
●

尾 道 昭和43年

0

鉄筋コンクリ

造3階建

己 → 卜
3 ,

0 ． 少｡ 0 ● 4

024

福 山 昭和5 1年
C ● ▽

鉄筋コンクリF一卜

造S階建

3 ，
◆

587

二 次 昭和5 1年
● L

■ ●

鉄筋コンクリート

造3階建
の ｡

2 , 465



管轄区域図
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広島家庭裁判所管内組織一覧表

（

〔
戸

イ、

I

･5‐

●

｡

●

、

本 庁 支 部

C

●

所 在 地

■ 0

広 島

与 由

呉支部

● e ●●● ■●一心ー P

尾道支部

b U ‐ ■ ■● め ゅ

福山支部

三次支部

必
凸

広島市中区上八丁堀1番6号

呉市西中央四丁目1番46号

●■ pc 4■ ■や
｡ ﾛ e ●●口－1■■寺 ･一一一一● 合一■ ■●勺■ ◆ ◆一●q■■d■｡I■

尾道市新浜一丁目12番4号

● ■ 守 申
‐◆ｰ｡ Q e令 ● ■ 旬 ｡ -C D今 む●p ■ ● ▲ - ｡ F ● U ■

福山市三吉町一丁目7番1号

C ●

●

三次市三次町1725番地の1
● q



広島家庭裁判所管内人口等一覧表

〔

※人口は平成31年2月末日現在の数値

〔

－6－
I

本庁 支部

I
■

管轄区域

I ，

人口(人） 面積(k㎡）

､

ゅ

広島

、
■

尾道

福山

●
一
■

三次

広島市
廿日市市
東広島市
大竹市

Q o
G d

安芸高田市のうち八千代支所の管轄区域
三原市のうち旧大和町
安芸郡
山県郡

e

DO

■ ■

呉市 ■ ､

江田島市
竹原市
豊田郡

尾道市

三原市(旧大和町を除く｡）
世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く｡）

b■ ？ーーー■●●
■－－①一合 ■4 q① ■ ｡←＝U‐一一－9ー●

福山市
府中市
三次市のうち甲奴支所の所管区域
庄原市のうち旧総領町
神石郡

Q
巳

三次市(甲奴支所の所管区域を除く｡） …
庄原市(旧総領町を除く｡）
安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く｡）
世羅郡世羅町のうちせらにし支所の所管区域

q 夕

■ ■●◆eら ｡｡■●ーⅡ■■■■ ●

1,686,592

■ ■

273,874

232,379
｡ L■｡●や●｡■●一0 G●ー■凸 0 9

､512,665

● ■ B ■申 ■‐■■■ ｡ ■ ■

109,780

3,222.17。

‐ 0

614.84

965.66
■ ■ ■ U再■ゥ● I■q■■r O

1,231.65

D B 。■ a ｡

2,445.14

合計 2,815,290 8,479.46



裁判官及び一般職職員配置数一覧表

平成31年4月1日現在

、

て

『

I

注1 数字は現在員，○数字は兼務者（外数）
注2 この他に本庁に家事調停官s人配置

〔

I

－7－

職種別

庁名

本庁

且
〈

支部

尾道

支部

福山

支部

三次

支部

計

裁判官
7 1

②
●

●

2

①

1

⑤ ①

11

⑨

書記官
■
ロ
■
■
■

38 5 5 的
①

2

③

帥
④

事務官
36 3

③

2

⑤

4

⑦

1

④

妬
⑲

調査官 （補）
24 4 3 7 1 :． 39

運転手
④ ④

交換手

▽ ■

B ●

看護師
●

』 ① ①

計
105

⑤

13

⑤

ウ ウ ◆

12

⑥

翅
⑬

4

⑧

156

⑰



家事調停委員及び参与員現在員数

平成31年4月1日現在

で

し

0

〔

ノ

ｰ

-8-

現在員 男性 女性

本
庁

本務・専務調停委員

兼務調停委員

92

4

50

2

42

2

呉
支
部

0 ●

本務・専務調停委員

兼務調停委員

28

3

15

3

13

0

尾
道
支
部

■ ﾛ

本務･専務調停委員

兼務調停委員

「

31

3

16

3

15

0

福
山
支
部

本務・専務調停委員
■。 －， ・口 G ロ ●

兼務調停委員

45

6

24

6

21

0

三
次
支
部

本務・専務調停委員

兼務調停委員

。
、

■

15

3

8

3

7

0

計

■ I■ ｡

本務・専務調停委員

兼務調停委員

211
L ■

● ●

19

■ ■ ゆ

113

17

98

◆

■

2

I

現在員

本
庁 参与員 37

呉
支
部
参与員 17

尾
道
支
部

参与．員 20

福
山
支
部

参与員 22

三
次
支
部

参与員 11

計 参与員
0 ，

107
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裁判官配置表
平成31年4月1日現在

て

〔

酉一

-9-

庁名 補職年月日 官職
氏 名
(年齢）
(期）

主要担当事務

本
庁

H30.1.9

H31.4,1

H29.4.1

H29.4.1

H29.4.1
■

H31.4.1

H31.4.1

H30.10.1

判事
(所長）

判事

判事

判事

判事補
(特例）

判事補
(特例）

判事補
(特例）

判事
(職務代行）

吉村典晃
(58歳）
(38）

森岡礼子 ．

"8歳）
(49）

嘉屋園江
(50歳）
(54）

西田祥平．
(41歳）
(57）

林 漢瑛
(36歳）
(新62）
藤根康平
(41歳）
(新62）

豊岡慎也
(33歳）
(新64）

増田純平
(46歳）
(53）

ー

U■■■■

口 法稲
、

ｄ
ｑ 鰯

８
１

巾 ､

呉
支
部

H29.4.1

H28,4.1

H30s4.1

判事
(支部長）

判事

判事補
(特例）

曳野久男
(61歳）
(40）

伊藤隆裕
(38歳）
(57）

山口貴央
(35歳）
(新63）

司法行政事務ソ
■ ｡

▼ ．

尾
道
支
部

H31.4.1

H29.4.1

U Q

H31.4.1

判事
(支部長）

判事

■■■

判事補
(特例）

木村哲彦 ．
8

(49歳〉
(47）

Ｆ
■
、

竹内るい
(43歳〉
(57）

藤根桃世
(36歳）
(新62）

司法行政型§務
● ◆ 、

p Q

福
山
支
部

O
G

H29.12.1

H30.4.1

H30.4.1
■

H29.4.1

H31.4.1

H31.4.1

判事
(支部長）

判事

判事

判事補
(特例）

判事補
(特例）

判事補

太田雅也

(61熊）
(36）

安西二郎
(42歳）
(53）

東根正憲
(38歳）
(新60）
高棉 有

(33歳）
(66）

横山 寛
(30歳）
(66）

1

松浦佑樹
(29歳）
(68）

司法行政事務

■ ． ！

0 .

三
次
支
部

H29.4.1
判事
(支部長）

齊藤 敦
(36歳）
(61）

司法行政事務

●
ｂ
●



広島弁護士会及び法テラス広島の状況

I’ 1広島弁護士会

’ ’
弁護士1人当たり

の管内人口(人）
会員数の推移(各年の1月1日現在）地区 人数

600

590

580

570

560

550

540

530

520

合計 4,740594

6

広島地区会 3,528478

.呈冒冒竺二呉地区会 10,95525
ゴ

尾道地区会 11，61920

福山地区会 8,13863

（
’ １

１
三次地区会 13,7238

平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年

※平成31年は4月1日現在※平成31年4月1日現在

’ I広島家裁の委員会等への弁護士委員参加状況

I

委員会名 弁護士委員

広島家庭裁判所委員会委員 1人

-

I2法テラス広島

(＝ ・執行部(所長1人,副所長4人）

・スタッフ弁護士3人(広島2人,呉1人）

■
■
■
■
日
日
■
８
Ⅱ
Ⅱ
８
１
８
８
０
８
日
Ｉ

民
事
法
律
扶
助

業
務

国
選
弁
護
等

関
連
業
務

犯
罪
被
害
者

支
援
業
務

情
報
提
供
業
務

総
務
係

－10－



1家事審判事件新受事件数の推移
(速報値）

識
庁
一

全
本
一
呉

3,4151
8621

3,375i

8331

全家裁一本庁一呉一尾道一福山一三次

1，050，00014，000

900′00012，000

（

750ﾉ00010，000

600ﾉ0008，000

●
。

450,0006，000

（

300,0004，000

■

150,0002，000

00 l 【』

平成23平成24平成25平成26平成27 平成28平成29平成30

-11－

z成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成30年3月

672,683 734,227 730,6081 784,088 835,7131 863,885 883.001 227,1491 235,705
9,1641 9,1801 9,917 9,908 10,905 12，173

1,958 2,1781 2,3021 5551 6041
1992

3,723

攪

､①
Ⅱ

1イ
ビ



2－1家事調停事件新受事件数の推移
(速報値）

全家裁’ 137,3901 141,8021
｜
祈
一
呉
一
霊

2,0741
312

326

1,967

323

306

676

｜
ｌ
壱
」
一
一

6971副
一
華

6251 157i l371

131 1 371 ‘ 181
625 ’ 157

18－1型961

全家裁一本庁一呉 尾道一福山 ・"＝-三次

150,0002.500

1

. 」

－皇ど、－

'一

一

120,0002,000

（

90，0001，500 1

－

｜
トー4

I

． ｜

「

1‘000 60，000

｜

ー
i l

陰－1

u

500 30，000
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2－2家事調停事件の成立率の推移
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3－1成年後見等開始事件数の推移
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3－2成年後見等監督処分事件数の推移
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3－3後見人等の報酬付与申立事件数の推移
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4－1人事訴訟事件新受事件数の推移
(速報値）
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4－2人事訴訟(未済)事件の平均審理期間の推移
(単位:月）

釦
一
躯
一
岬
一
町

”
一
郎
一
叩
一

成
一
一
一

茅
一

一
一
一

０
‐
ｉ

‐

半

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

一
四
一
蛎
一
血
一
恥
一
叩
一
鰡
一
即
一

一
成
一
一

一
壬
一
一
一
一
一

里
叫
函
祠
、
両
皿

一
垂
一
一
一
一
斗
一

ｆ
ｌ
ｒ
０
１
Ｉ
、
１
４
り
４
１

１
１
１
０
‐
１
１
１
●
１
１
．
０
４
，

１
０
１
‐
１
１
Ⅱ
１
１
４
１

－
嘩
躯
一
岬
一
哩
頭
一
雨
一
ｍ
一

淫
Ｉ
－
Ｌ
Ｉ
－
Ｉ
卜
Ｌ
ｌ
Ｌ

－
配
一
帥
一
帥
“
一
羽
一
町
叩
一

一
藏
一
一
一
一
一
一

１

１
羽
一
函
万
一
ｍ
一
即
皿

秘墾
加
口
四
一
耐
口
咽
亙

詞
函
刀
皿
塑
昭
皿

成
一
一
一
一
一
一

連
ｌ
‐
て
’
’
十
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ

篝
量
雲

10．1

8．6

11．3

8．3

－16－



5－1少年一般保護事件新受事件数の推移
(速報値）
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5－2少年一般保護事件の観護措置人員割合の推移
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6－1少年道路交通法違反保護事件新受事件数の推移
(速報値）
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6－2少年道路交通法違反保護事件の観護措置人員害ll合の推移
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